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Ⅰ  事後調査の概要 
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１．調査概要 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく平成 27

年 7月の事後調査の概要は表－１に、調査地点の位置は図－１に示すとおりである。 

 

表－１ 事後調査の概要（平成 27 年 7 月） 

 
 護岸建設工事中に係る調査  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ- 3 

 

 

図－１(1) 調査地点 大気質、水質（一般項目） 
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● 底質（一般項目）調査地点      （2～5：4 地点）

■ 騒音・低周波空気振動調査地点    （1地点） 

南港野鳥園

▲ 陸域生態系（鳥類）調査地点     （4 地点） 
● 海域生態系（底生生物）調査地点 （2～5：4 地点）

◇ 貧酸素関連（水質・生物）調査地点（6地点）
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図－１(2) 水質（護岸建設中の濁り等監視）の調査地点 
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２．工事の実施状況 

平成 27 年 7 月の工事の実施状況は、表－２、図－２に示すとおりである。 

 

表－２  工事の実施状況（平成 27 年 7 月） 

工 種 

7 月 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

国土交通省 
近畿地方整

備局 

被覆石           

被覆石均し           

基礎捨石           

捨石均し           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２  工事の実施状況（平成 27 年 4 月） 

 

図－２  工事の実施状況（平成 27 年 7 月） 
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３．調査結果の概要 

 

 護岸建設工事中に係る調査  

 

（１）大気質［大気質様式第１号～８号］ 

平成 27 年 7 月分【護岸建設工事中・埋立中の共通調査】に記載 

 

（２）水質 

 ①一般項目［水質様式第１号］ 

平成 27 年 7 月分【護岸建設工事中・埋立中の共通調査】に記載 

 

②護岸建設工事中の濁り等監視［水質様式第 2,3,4,5 号］ 

監視点における濁度は、上層で 1.6～7.8 度(ｶｵﾘﾝ)、下層で 2.2～18.4 度(ｶｵﾘﾝ)の範囲にあり、

管理目標値Ⅰを延べ 4回超過した。管理目標値Ⅱを超過する結果はなかった。 

管理目標値を調査した日の工事施工状況は表－３のとおりで、濁りの発生原因について検討を

行った結果は表－４のとおりである。 

 

 

 

 

（３）底質 

 7 月は実施せず。 
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（４）騒音・低周波空気振動 

 7 月は実施せず。 

 

（５）陸域生態系（鳥類） 

 実施年度ではないため、未実施。 

 

（６）海域生態系（底生生物） 

 7 月は実施せず。 

 

（７）貧酸素関連調査 

 平成 27 年 7 月分【護岸建設工事中調査②】に記載 
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《 参 考 》 
 

１．管理目標 

 

○護岸工事中の濁度の監視項目、管理目標値とその取扱い 
監視項目：水質監視点とバックグラウンド点の濁度の差 
管理目標値： 

 
管理目標値Ⅰ 上層：バックグラウンド点での平均濁度＋ 2 度(ｶｵﾘﾝ) 
              下層：バックグラウンド点での平均濁度＋ 3 度(ｶｵﾘﾝ) 
 
管理目標値Ⅱ 上層：バックグラウンド点での平均濁度＋ 8 度(ｶｵﾘﾝ) 
              下層：バックグラウンド点での平均濁度＋16 度(ｶｵﾘﾝ) 
 

（上層：海面下 1ｍ  下層：海底面上 2ｍ）

注)管理目標値Ⅰは、ＳＳ濃度 2mg/L に相当する濁度の値として設定し、管理目標値Ⅱは、ＳＳ濃度 10mg/L に 

  相当する濁度の値として設定した。 

 

管理目標値の取扱い： 
 (1) 管理目標値Ⅰを超える場合 
   ３日以上連続して管理目標値Ⅰを超える場合には、原因究明の調査を行う。 
   その結果、工事の影響であることが判明した場合は、適切な環境保全上の措置を講じる。 
 (2) 管理目標値Ⅱを超える場合 
   直ちに原因究明の調査を行い、速やかに適切な環境保全上の措置を講じる。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  事 後 調 査 結 果 
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